令和7年度事業報告
我が国の経済は、賃上げ率が2年連続で5％を上回るなど、「デフレコストカット型経済」から、その先にある新たな「成長型経済」に移行する段階となったが、足元の景気は緩やかに回復しているものの、潜在成長力は伸び悩み、賃金の伸びは物価上昇に追いつかず、食料品を中心とした物価上昇により、個人消費は力強さを欠いている。
こうした現状に対し、まずは生活の安全保障・物価高への対応、危機管理投資・成長投資による「強い経済」を実現、防衛力と外交力の強化を3つの柱とする総合経済策」（令和7年11月21日閣議決定）が策定され、総合経済対策の効果を広く波及させ、国内需要中心の経済成長が期待されている。
こうした中、令和7年度の当センターは、4月当初からの会員配分金単価改定、包括契約へ移行準備、10月からの一般家庭の移行、公益法人の制度改正等目まぐるしい変化への対応の中、会員拡大に重点目標を置き、高齢となっても就業出来るような環境整備や高齢者の居場所となる地域のためのセンターを目指し事業を展開いたしました。
事業実績については、前年度対比ほぼ横ばいの状況となり、配分金単価の値上げ分が契約金額の増加となりました。
  
令和8年3月末実績
会員数　478名（入会　59名　退会　57名）
請負　受注件数　4,502件　契約金額　188,347,972円　就業延人員　24,491人/日
派遣　受注件数　　　23件　契約金額　　27,772,135円　就業延人員　　4,504人/日
合計　受注件数　4,525件　契約金額　216,120,107円　就業延人員　　28,995人/日

事業実施
基本的な考え方
公益法人としての運営基準と関係法令を順守し、社会環境情勢の変化に柔軟に対応する。また、生涯現役を目指すシニアの「生きがいづくり」「健康の維持」「仲間作り」を促進し、高齢者福祉の事業として地域を支えるセンターを目指した。

基盤の強化
「自主・自立・共働・共助」の下持続継続できる組織の構築を推進しました。このため80歳を超えても活躍できる就業環境の整備・会員拡大を重点目標としました。

1会員の拡大
シルバー人材センターの魅力である　健康・友達作り・地域とのつながり、様々な働き方や社会参加が出来る仕組みの周知、拡大や、それぞれのライフワークに合わせた働き方が、地域活性化にもつながることを広報しました。　　
同時に、就業の案内だけではなく、生きがい・楽しみつくり社交の場になるよう事業
展開しました。

入会促進
・入会説明会での夫婦会員入会制度の周知加入を図りました。
・就業マッチングと同時に随時入会を実施しました。
・ハローワークでの生涯現役事業窓口で定期的な面接・面接会・各種行事の場でのパートナー会員への登録を促進した。
・パートナー会員からの就業マッチング入会へつながった。

女性会員の拡大
・講習会の実施（趣味・カルチャ―）し、楽しいことからの仲間つくりを推進し会員　の口コミ入会が実施できた。

退会抑止
・交遊館利用での集える場所、お話しできる場所つくりを推進した。
・会員中心の同好会作りを推進した。

2就業開拓
新契約方法移行について発注者への説明を進め順次説明を実施、一般家庭において１０月より新契約へ移行を実施した。
· 原則事前見積を実施クレームの減少となった。
· 新契約実施に向け準備、順次実施を進めるため、正しい理解確認を会員・発注者に行った。（文章による事前告知・調整・確認）
· 新契約への変更説明をきっかけに、既存取引先、公共関係への訪問より継続受注や新規受注の契約金額の増加を目指した。
· 　委員会や各班長、リーダー及び会員や各担当の定期的な意見交換の場を設　　
けワークシェアリングを実施が難しかった。
3高齢者活用・現役サポート事業
会員のために地域に密着した就業の機会確保・提供をし、生きがいの充実
や高年齢者の社会参加の促進を図った。また、人手不足企業と会員へのきめ細かいマッチングを実施した。
· 福祉施設就業に対応できる派遣会員の開拓、育成の強化を随時図った。
· 契約形態の変更に備え情報収集、関連研修を実施した。
· 職員の提案・実行を評価をし事務体制を整え強化。
· 問い合わせ企業等への初期対応を迅速に行い、派遣事業での育児支援・介護関連事業への参画ができるようセンター事業内容の説明・理解・提案を随時行なった。
· 市の担当課、関係部所の情報収集、センター契約方法変更等の理解のため、連絡を密に協力得て事業展開を図った。
· 厚生労働省作成の適正就業ガイドライン等を活用し・基本法令を順守した。


4　その他事業　
衆楽茶屋
会員による地域に開かれた「心和む憩いの場」として、「シルバーの魅力」を発信し、事業展開を図った。
· 生きがい就業、女性活躍の場としてセンターの魅力をアピール広報し、会員の獲得になった。
· 地元高齢者の通いの場、楽しい集える場を「ふらっとカフェ」として提供した。
チッパー事業
利用者の基本ルールの厳守、処分作業の経費削減を図りながら、剪定枝葉・刈草の処分処理継続。また、チップの有料化を実施し今後の事業の収益を得る計画策案一部実施した。
· 事業委員及び就業会員での計画的な運営を図た。
· 事業継続のため、利用会員の協力とモラル・互いの声掛、助け合いのもとに事業実施した。
· リーダーを中心に安全就業をお願い実施した。
· 防犯カメラにより利用管理を実施・強化、ルールを逸脱した利用者に対しては利用停止など厳重な対応をとることを啓発した。

高齢者支援（ワンコイン）事業
引続き、本事業が、地域の支えとなっていることを内外に発信し、元気な高齢者が「日常での支え愛（合）」を行い、地域高齢者の支えとなっていることを地域全体に訴求した。

空き家管理事業　
「空き家管理サービス」に幅広く取り組んだ。（剪定・草刈含）遠方からの依頼についての受注方法等が今後の課題となった。
5．デジタル対応
· フリーランス法・新契約法への対応のため、事業運営の効率化、社会インフラに乗り遅れないために、継続的に会員にホローアップできる体制を継続し速やかな情報提供と事業展開を図った。
6情報・普及啓発活動
“可能性は無限大”
元気！笑顔！のセカンドライフを送る会員の活動内容の周知や魅力発信
· ホームページに会員の活動状況・講習会日程等を掲載した。　
· インターネットを利用したリスティング広告を含めた広報活動の強化し、ウェブでの入会を促進した。
新契約への移行説明に伴い、改めてシルバー人材センターの仕組みについて随時、担当者により説明を行い、新契約に対する理解と一般家庭の新契約変更実施を行った。

7講習会・研修会の実施・参加
技能向上や資質向上を図るための講習会及び会員拡大とシルバー事業周知のため市民が気軽に参加できる講習会を開催した。

· 会員の技術習得・質の向上のための講習会の開催した。
[bookmark: _Hlk32231900]（樹木剪定・刈払機）
· 会員の健康や安全のための講習会の開催した。
（交通安全・救急法）
· 会員拡大のための市民参加のできる講習会を開催し会員拡大に繋がった。
　　　　　　（ガーデニング・ハンドメイド・ゆるヨガ等）
· 先進地を事業実施会員と共に視察し、問題の改善・解決を図った。
（独自事業・広報手法等）
· 全シ協、県連合会主催の講習会・研修会へ参加最新の情報を入手し、事業運営を実施した。
（全シ恊総会・シルボンヌ大会・ウエブ上での各種講習会）
· 公益法人、関係法令講習・研修等に参加し法令順守を行った。
· 連合会主催各種講習会
　会員拡大・会員のスキルアップに繋げた。
（ドローン・家事福祉援助・介護送迎・女性会員拡大のための講習会・剪定・草刈機・刃物研等）



8安全・適正就業

「自身の身は自分でしか守れない」、「怪我をしてからではもう遅い」を合言葉に、安全就業の基本“無事故・健康・安全に”を意識して就業できるよう、繰返し安全就業の声掛けや各種安全講習（交通安全・救急時の対応）の実施及び法令講習への参加呼びかけを実施し安全啓発を行った。
　　　　　以下の項目の実施声掛け等を行なった。
· いかなる作業も無理のない作業と手順で行うこと。
· グループ就業時の各班長・リーダーが中心となって安全の確認（ミーティング）、事故防止を図った。
· 就業時のアルコール検査の実施。
· 日頃からの健康管理、自主的な健康診断の受診を啓発した。
· 運転免許所持者確認と安全運転講習等の受講をお願いした。
· 運転業務に従事する派遣会員の適性検査・安全講習受講を実施した。
· 関係法令の順守の徹底した。
· 作業時のヘルメット着用原則（転倒による重症回避のため）
· ルールを順守しない会員への就業停止を呼びかけた。

結果令和7年度中の事故件数　賠償事故３件（飛び石・伐採事故）
9職業紹介・労働者派遣事業
· 市の要請により学童保育等への会員派遣の推進協力を図った。
· 新規お問い合わせには、業務内容を十分検討し法令順守で、無理のない計画を明示した。
· 介護求人に対応できるような講習会・研修会の実施継続的な派遣を」行った。
· 法令を遵守し事業を行うため職員の講習会等の受講をした。

10地域貢献活動
　　　　会員に再度、地域貢献がシルバー事業構築の一つの柱であることの理解をしていただき、ワンコインサービス、ボランティアを通じ地域貢献の喜びや充実感を体感し、この活動の重要性の周知拡大を図た。また、実施により地域等からの好評感謝をいただいた。
入会時には就業も地域のボランテアの一環であり、公益法人の会員は利益重視ではないことを発信した。

11ふれあい交遊館関連事業
就業以外での会員活動を活性化し、会員相互のコミュニケーションつくり、会員が自由に使用できる居場所の提供と市民触れ合いとなるように事業実施した。
　　　会員による同好会活動のきっかけになるべく、ゆるヨガ、健康マージャンを実施し
　　　次年度に向け更なる会員による活動拠点となるよう啓発した。

令和7年度重点項目
・新契約への移行準備と順次実施対応し令和７年１０月から一般家庭・令和８年４月から原則すべて新契約への移行を行うこととなった。
・公益法人制度改革への対応
令和７年４月から施行される「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律」に適切に対応した。
・会員就業の安全確保・軽減対策のため、機械の導入検討、夏場の熱中症予防のための啓発を行った。
　　

